
                         

お知らせ  

               記者発表資料 令和７年６月１６日  

 

 

「中国ブロック発注者協議会」を開催します 

～公共工事の品質確保を促進します～ 
 

中国ブロックにおける公共工事の品質確保の促進に寄与することを目的とし
た「中国ブロック発注者協議会」を下記のとおり開催します。 
  

○開催概要 

 日 時：令和７年６月２３日（月）１３：３０～１５：００ 

 場 所：広島合同庁舎 1 号館付属棟 2 階（※Web 併用） 

 

○中国地域の公共工事の発注機関【３４機関】が出席予定（※WEB 参加者含む） 

 

【幹事長挨拶】中国地方整備局 企画部長 （※傍聴及び撮影可能） 

 

【議 事】 

１．中国ブロック発注者協議会設置要領の改正について  

 

２．令和６年度における目標達成状況の公表について  

 

３．中国ブロックにおける新たな指標に対する  

   令和７年度の取組方針について 

 

４．その他連絡事項 

 

※取材について： 

  意見交換を主に行うため、会議の傍聴及び撮影は、議事の始まるまでとさせ
ていただきます。 

なお、会議終了後に会場において取材対応をさせていただきます。 
 

 
 
＜問い合わせ先＞  

  国土交通省 中国地方整備局 企画部 技術管理課 

０８２－２２１－９２３１（代表） 

【担当】 

  企画部 技術管理課長  髙
たか

﨑
さき

 修
おさむ

  （内線３３１１） 

  企画部 課長補佐    奥山
おくやま

 敏
とし

幸
ゆき

 （内線３３１６） 

 

■同時発表先：中国地方建設記者クラブ 



中国ブロック発注者協議会は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）」及び「公共工事の品質

確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について（平成17年8月26日閣議決定）」の趣旨を踏まえ、

設置されたものであり、国、特殊法人等及び地方公共団体等の各発注者が、公共工事の品質確保の促進に向けた取組み等

について情報交換を行うなどの連携を図り、発注者間の協力体制を強化し、もって中国ブロックにおける公共工事の品質確保

を促進します。

◇中国ブロック発注者協議会

①国の地方支分局

中国四国管区警察局、中国財務局、広島国税局、中国四国農政局、近畿中国森林管理局、

中国地方整備局、中国運輸局、大阪航空局、第六管区海上保安本部、中国四国地方環境

事務所、中国四国防衛局

②地方公共団体（各県については農政・土木の両部局）、

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、岡山市、広島市、鳥取市、松江市、倉敷市、

三原市、山口市

③特殊法人等の支社等

西日本高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱、広島高速道路公社、日本下水道事業団

・国の出先機関 ・県、市町村

平成20年10月9日（木） 中国ブロック発注者協議会を設立

○ 発注者間の情報交換

○ 発注関係事務の実施状況の把握

○ 課題への対応等の情報交換

○ 自治体等への支援 など

⇓

公共工事の品質確保の促進に寄与

◇協議会の主な活動内容

中国ブロック発注者協議会とは
国 土 交 通 省

中国地方整備局

令和６年度中国ブロック発注者協議会（幹事会）の
状況（※今年度は、WEB併用）

◇各地域発注者協議会

連携


